
ツーリズムのまち宇佐・ハウスワイン特区 

 

都道府県名： 大分県 

申請主体名： 宇佐市 

区域の範囲： 宇佐市の全域 

 

特区の概要：  宇佐市では、中山間、内陸盆地地域を中心に過疎化、高齢化

が進行し、地元経済も低迷を続けている状況である。このよう

な中、残された数少ない地域振興対策として、農家民宿等グリ

ーンツーリズムの推進による都市との交流を積極的に行って

いる。 

 ぶどうの産地である本市では、今後、自家製ワインを製造、

提供することで新たな「もてなし」の手段とし、都市農村交流

の推進、地域の活性化を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・農家民宿等における特定酒類の製造免許の要件緩和 

・特産酒類の製造免許の要件緩和 

 

 

 

 


